
※　基本は公立学校が対象です。ただし、私立学校に通っていても、東日本大震災で被災し、実際に被害
のあった非課税世帯（入学後に非課税となった場合を含む）が採用されることがあります（1名程度）。

5月15日（金）までに学校事務室へご提出ください。　　　　　
申請書類は事務室で配布しております。


